
１の項 健康保険法第５条第２項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（以下「別表第二省令」とい
う。）第１条

２の項 健康保険法 別表第二省令第２条

３の項 健康保険法 別表第二省令第３条

４の項 船員保険法第４条第２項 別表第二省令第４条

６の項

船員保険法又は平成１９年法律第３０号附則第
３９条の規定によりなお従前の例によるものされ
た平成１９年法律第３０号第４条の規定による改
正前の船員保険法

別表第二省令第６条

８の項 児童福祉法 別表第二省令第７条

９の項 児童福祉法 別表第二省令第８条

１１の項 児童福祉法 別表第二省令第１０条

１６の項 児童福祉法 別表第二省令第１２条

１８の項 予防接種法 別表第二省令第１３条

２０の項 身体障害者福祉法 別表第二省令第１４条

２１の項 身体障害者福祉法 別表第二省令第１５条

２３の項 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 別表第二省令第１６条

２７の項
地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例

別表第二省令第２０条

３０の項 社会福祉法

３１の項 公営住宅法 別表第二省令第２２条

３４の項 私立学校教職員共済法

３５の項 厚生年金保険法

３７の項 特別支援学校への修学奨励に関する法律 別表第二省令第２３条

３８の項 学校保健安全法 別表第二省令第２４条

３９の項 国家公務員共済組合法

４０の項
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組
合法の長期給付に関する施行法

４２の項 国民健康保険法 別表第二省令第２５条

４８の項 国民年金法

５３の項 知的障害者福祉法 別表第二省令第２７条

５４の項 住宅地区改良法 別表第二省令第２８条

５７の項 児童扶養手当法 別表第二省令第３１条

５８の項 地方公務員等共済組合法

５９の項
地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共
済組合法の長期給付等に関する施行法

６１の項 老人福祉法 別表第二省令第３２条

６２の項 老人福祉法 別表第二省令第３３条

６６の項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 別表第二省令第３７条

６７の項
特別児童扶養手当等の支給に関する法律又は
昭和６０年法律第３４号附則第９７条第１項

別表第二省令第３８条

７０の項 母子保健法 別表第二省令第３９条

７７の項 雇用保険法 別表第二省令第４１条

８０の項 高齢者の医療の確保に関する法律 別表第二省令第４３条

８４の項 昭和６０年法律第３４号附則第８７条第２項

（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第２



（別紙）法令上の根拠

番号法第１９条第８号　別表第２

８９の項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

９１の項 平成８年法律第８２号附則第１６条第３項

９２の項 平成８年法律第８２号 別表第二省令第４５条

９４の項 介護保険法 別表第二省令第４７条

９６の項 被災者生活再建支援法 別表第二省令第４８条

１０１の項

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済
組合制度の統合を図るための農林漁業団体職
員共済組合法等を廃止する等の法律附則第１６
条第３項

１０２の項
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済
組合制度の統合を図るための農林漁業団体職
員共済組合法等を廃止する等の法律

別表第二省令第５０条

１０３の項 独立行政法人農業者年金基金法 別表第二省令第５１条

１０５の項 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

１０６の項 独立行政法人日本学生支援機構法 別表第二省令第５３条

１０８の項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律

別表第二省令第５５条

１１１の項
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付
に係る時効の特例等に関する法律

別表第二省令第５６条

１１２の項
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付
の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法
律

別表第二省令第５７条

１１３の項 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 別表第二省令第５８条

１１４の項
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の
支援に関する法律

別表第二省令第５９条

１１６の項 子ども・子育て支援法

１１７の項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律

１２０の項 難病の患者に対する医療等に関する法律


